
【別表】

採用予定
人数

応募資格

※今後の予算状況等により、採用予定人数が変更される場合があります。

勤務日及び
勤務時間

島田市パートタイム会計年度任用職員採用試験　職種別詳細

職種区分 職種または業務内容

Ｅ 技能労務 85

勤務条件・職務内容等

任用期間

職務内容

諏訪原城跡等に
おける文化財調
査補助、環境整備
員

２名程度
労働安全衛生法による
特別教育安全衛生教育等修了証（刈払機取扱作業者）
を保持している方

１週間の勤務日　 　所属長が指定する４日間
１日の勤務時間 　　午前８時３０分から午後５時００分まで（うち７時間３０分）
１週間の勤務時間　計３０時間以内

休憩時間　　　　　　 １時間

※勤務日及び勤務時間は相談の上、変更となることがあります

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで
※任用後、１月間は条件付採用

文化財調査補助。諏訪原城跡等、文化財の環境調査及び、環境整備（草刈・老木等の
伐採）。史跡看板修理等。

所管課等
（問い合わせ先）

勤務場所

休日等

報酬等

博物館課文化財係
（0547-36-7967）

博物館課（島田市河原一丁目５番50号）

週休日（所属長が指定する３日間）
国民の祝日に関する法律に規定する休日（その日が勤務日の場合は、所属長が指定す
る日）
令和６年12月29日から令和７年１月３日まで

１　報酬月額　118,761円（週30時間勤務の場合）
※経験年数に応じて加算されることがある
※上記報酬額は、人事院勧告等の影響により任用までの間に改定されることがある
※特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務に係る報酬を関係例規に基づき支給
２　費用弁償
　通勤及び旅費に係る費用を関係例規に基づき支給
３　期末手当
　期末手当を関係例規に基づき支給
※勤勉手当は令和6年度から支給開始となる見込み。
※期末手当支給月数は、島田市職員の給与に関する条例が改正された場合、年度途
中で変動されることがある


